
（２）投薬について 

 原則として、保育園では保護者の方以外はお子さんの投薬を出来なことになっています。 

  鹿児島市医師会小児科医会でも、朝夕の２回処方するように共通理解されていますので、 

  医師とご相談ください。 

  やむを得ない場合は、医師の処方を受けた薬を１回のみ投薬いたします。 

 

 投薬提出の方法   

    ①投薬依頼書の必要事項を全て記入（保育園で用意した物） 

     ②病院より出された処方箋 

     ③記名してある１回分量の薬（粉→１包 / シロップ→一回分量） 

      ※但し、軟膏・目薬に関しては小分けにしなくても良いです。 

                   ⇑ 
      以上の物を袋に入れ、事務所カウンターに提出してください。 

    ※軟膏・目薬に関しては月１枚、その他は毎回の提出が必要になります。 

 

（３）前日の夜と朝の子どもの状態を確認され、ご家庭でのけがも含め、異常のある場合は

帳面ではなく、必ず口頭でお知らせください。 

   例）前日に熱が出た、転んでコブが出来た、食欲がない、夜泣きをした・・・等 

 

（４）発病の処置について 

   お子様の「平熱」を知っておく事は重要です。発熱時の体温はあくまでも目安であり、

個々の平熱に応じて個別に対応します。又、普段のお子様の様子と違う場合（顔色が

悪い、ゴロゴロしている、機嫌が悪い、咳で眠れない・・・等）と合わせて、以下の

内容で電話連絡する事があり、子どもさんの様子や、熱性痙攣の有無で連絡等の対応

は判断させて頂きます。 

 

保護者への連絡及びお迎えが望ましい場合 

●発熱（３８度以上）ある ※熱性痙攣の既往時は 37，5℃でお知らせします。 

●嘔吐下痢・・・家庭も含め 24 時間以内に複数の嘔吐・水様便がある。 

        食事や水分を摂ると、その刺激で嘔吐や下痢をする。 

        腹痛を伴う嘔吐や下痢がある 

※個々の状況、感染流行状況に応じて対応します。 
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